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8. 分配係数の管理の考え方について 

現状の分配係数設定値は、前項までに示したように、混和材や化学混和剤を含む実

セメント系材料及び候補となる覆土材料で取得した分配係数の試験結果に基づき材

料種類ごとの平均値又は文献値の 小値を抽出し、廃棄体含有塩、有機物及びセメン

ト溶脱の影響による長期状態変化を考慮して安全率(分配係数低下係数)を乗じた値

を設定している。したがって、セメント系材料及び覆土材料の施工単位の品質変動が

分配係数に与える影響は十分に包含していると考えられる。また、海外においても、

事前に分配係数の確認を行ない、それを評価に用いており、埋設設備の施工や廃棄体

の製作の観点から事前に確認する現在の考え方と同様と考えている。 

しかしながら、従来の品質管理で十分かどうかの判断に足るデータが十分にあると

言い切れないため、データの蓄積及び廃棄物埋設地の更なる安全管理の充実のために、

各材料の分配係数については、以下に示すように適切な条件及び頻度*1 で分配係数デ

ータを取得することにより、廃棄物埋設地の安全性を確保できる状態であることを確

認することとし、 適な管理方法を検討する。 

なお、前述のとおり分配係数は 小値を使用しており、実測データのばらつきの影

響により、今回申請した値以下となることも想定されることから、それを考慮しても

問題ないような 適な管理方法についても検討を行う。 

*1：実廃棄物を用いた測定は、サンプル採取の可否及びサンプル採取時の作業者の

被ばく低減の観点を考慮する。また、分配係数データの蓄積状況に応じて測定

頻度を設定する。 

(1) 埋設設備(外周仕切設備、内部仕切設備、覆い及び充塡材) 

屋外で施工する埋設設備については、周辺環境の影響及び打設ロット間の品質変動

が分配係数に与える影響を考慮し、打設の際に試験体を採取し、分配係数を取得する

ことによりデータの蓄積を図るとともに、安全性が確保できる状態であることを管理

する。 

分配係数の取得に際しては、種々の分配係数への影響因子を試験及び文献により事

前に把握した上で、適切な条件(材料仕様、対象とする核種等)及び頻度(分配係数デー

タの蓄積状況により設定)で分配係数データを取得し、分配係数データの取得が困難

な場合は代替指標となるデータを取得する。また、廃棄物埋設地の安全性は、廃棄体

の固型化材を含めて廃棄物埋設地全体の収着性が確保できることを確認することによ
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り管理する。 

なお、セメントの配合変更などを行う場合は、その都度分配係数データを取得・管

理する。 

(2) 廃棄体の固型化材 

充塡固化体は、固体状の放射性廃棄物を収納した廃棄体容器にモルタルを注入し製

作されるため、埋設設備を充塡するモルタルと材料は基本的に同様である。均質・均

一固化体は、廃液等の放射性廃棄物をセメントと混練し製作するため、セメント固化

体の種類によって適切に区分し分配係数を管理する。 

埋設する廃棄体は、埋設設備と異なり周辺環境の影響を受け難い屋内設備で製作さ

れること及び固型化条件も設備の運転条件として一定に管理されており頻繁に変更に

なることはない。また、廃棄体の種類もこれまでに埋設した廃棄体と同様であること

から、これまでに取得した分配係数データに加え、今後数年間に分配係数データを取

得・蓄積し、埋設する廃棄体の分配係数の管理方法を検討していく。その管理方法に

基づいて、埋設する廃棄体の固型化材の分配係数が種々の分配係数への影響因子を踏

まえて適切に評価、設定されていることを廃棄体の受入れ前に確認する。 

なお、廃棄体の分配係数データ取得は、埋設設備と異なり高線量となる実廃棄物(均

質・均一固化体など)を取り扱うことで作業者の過度な被ばくが懸念されるため、並行

して実施する埋設設備側の知見及び文献も取り入れながら代替となるデータ取得も視

野に入れて検討する。 

これにより、埋設設備を含めて廃棄物埋設地全体の収着性が確保できる状態である

ことを確認・管理する。また、これまでと同様に充塡固化体に充塡するモルタルの種

類又は均質・均一固化体のうちセメント固化体の種類(廃棄物の種類、セメント系材

料)が新しく追加される場合*1 には、その都度分配係数データを取得し、固型化方法の

違いが分配係数に与える影響を確認する。 

*1：分配係数に影響を及ぼすと考えられる廃棄物の種類の追加・変更(例：廃棄物の

化学的性状の変更)及びセメント系材料仕様の追加・変更(例：セメント種類の

変更)とする。なお、均質・均一固化体と化学的性状の異ならないセメント破砕

物充塡固化体は含まない。 

(3) 覆土(難透水性覆土、上部覆土)  

埋設設備と同様に、施工時の品質変動などが分配係数に与える影響を考慮し、施工
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の際に採取した試験体を用いて分配係数を取得することにより分配係数データの蓄積

を図るとともに、安全性が確保できる状態であることを管理する。 

分配係数の取得に際しては、種々の分配係数への影響因子を試験及び文献により事

前に把握した上で、適切な条件(材料仕様、対象とする核種等)及び頻度(データの蓄積

状況により設定)で分配係数データを取得し、分配係数データの取得が困難な場合は

代替指標となるデータを取得する。また、廃棄物埋設地の安全性は、覆土全体の収着

性が確保できることを確認することにより管理する。 

(4) 分配係数のデータ取得・蓄積及び管理の流れについて 

上述の分配係数の管理の考え方に基づいた、今後の分配係数のデータ取得・蓄積及

び管理の流れ(案)を第 13 図第 13 図に示す。廃棄物埋設地の構築ごとに分配係数デー

タを取得・蓄積し、覆い設置段階では埋設設備内全体の収着性(埋設設備内の間隙水中

の放射性物質濃度)、覆土施工段階では廃棄物埋設地全体で収着性が確保されている

ことを確認する。 

また、分配係数の管理に当たり、数年間で分配係数データの取得・蓄積を図り、具

体的な管理基準、新規に設置する 3 号廃棄物埋設地、埋設する廃棄体の変更を行う 1

号廃棄物埋設地の 7,8 群及びこれらに埋設する廃棄体を対象に管理を行う。 

なお、分配係数データ取得・蓄積によって得られた知見をもとに新たに適用する管

理方法については、今後当社手順を定めて正式に運用する。ただし、本管理方法を適

用するまでに構築された埋設設備、製作した廃棄体については遡及しての適用は困難

であることから、従来の固型化材料の管理項目又は既存データ(申請書に用いた値)を

用いた管理を行う。また、分配係数データの取得・蓄積の結果から、分配係数取得に

替わる代替指標の検討を実施し、分配係数の管理に適用する。 
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*1：今後数年間で、既存廃棄体(均質・均一固化体及び充塡固化体)の固型化材(セメント系材料)の

分配係数及び代替指標となるデータを取得・蓄積する。 

*2：既存分配係数データ及び新たに取得・蓄積されたデータにより定めた管理方法に基づき、廃棄

体性状に応じて適切に分類された廃棄体種類ごとに分配係数が適切に評価、設定されているこ

とを廃棄体の受入れ前に確認する。 

*3：埋設設備及び覆土については、あらかじめ所定の分配係数が得られる材料仕様であることを確

認した上で、施工の際に試験体を採取し、データの蓄積を図る。 

*4：得られたデータを基に埋設設備内全体の収着性(間隙水中の放射性物質濃度)及び廃棄物埋設地

全体の収着性(線量)を評価し、安全性が確保できることを定期的な評価(PSR)等において確認す

る。 

 

第 13 図 分配係数のデータ取得・蓄積及び管理の流れ(案)



 

参考-１ 

 

 

・液相中の放射性核種濃度を測定し、これを初期濃度(C0)とする。

ブランク試験
1.液相準備

分配係数︓
Kd=CS/CＬ=(C0－CＬ)/CＬ×V/M ただし、液固⽐︓V/M=10（mL/g）

3.固液分離

4.放射能測定
・液相中の放射性核種濃度(CL)を測定する。

固相への収着試験
1.固液混合

2.トレーサの添加
及び１週間浸漬

液固⽐:10mL/g
温度 :室温

・0.45μmのメンブ
レンフィルタを
⽤いて固液分離
を⾏い液相を回
収する。

・固相を液相に⼀
昼夜浸漬して液
相になじます。液相(固相平衡⽔)

固相

3.放射能測定

2.トレーサの添加
及び１週間浸漬

液相(固相平衡⽔)

※実際には、固相の放射能濃度の測定は煩雑であるため、液相の濃度を測定し、分配係数を算出する。

収着分配係数Kdの試験⽅法

RIトレーサ
実廃棄物（C-14）

RIトレーサ
実廃棄物（C-14）

2



*1：今後数年間で、既存廃棄体(均質・均一固化体及び充塡固化体)の固型化材(セメント系材料)の分配係数及び代替指標となる

データを取得・蓄積する。→保安規定ＰＳＲでの「 新の知見」
*2：既存分配係数データ及び新たに取得・蓄積されたデータにより定めた管理方法に基づき、廃棄体性状に応じて適切に分類され

た廃棄体種類ごとに分配係数が適切に評価、設定されていることを廃棄体の受入れ前に確認する。
*3：埋設設備及び覆土については、あらかじめ所定の分配係数が得られる材料仕様であることを確認した上で、施工の際に試験

体を採取し、データの蓄積を図る。 →保安規定ＰＳＲでの「 新の知見」
*4：得られたデータを基に埋設設備内全体の収着性(間隙水中の放射性物質濃度)及び廃棄物埋設地全体の収着性(線量)を評価

し、安全性が確保できることを定期的な評価(PSR)等において確認する。

保安規定ＷＡＣ
→固型化の方法

収着性が確認されたセメント
材料※であることの確認

保安規定ＷＡＣ、廃
棄体確認の固型化
の方法
→材料仕様の管理

保安規定ＷＡＣ、廃
棄体確認の固型化
の方法
→材料仕様の管理

→収着性が確認され

たセメント材料※であ
ることの確認

→収着性が確認され

た土質系材料※であ
ることの確認

保安規定58条
→埋設設備全体の執着性(間隙水

中の放射性物質濃度)及び廃棄物
埋設地全体の収着性(線量)を評価

→埋設設備全体の収着性(
間隙水中の放射性物質濃
度)及び廃棄物埋設地全体
の収着性(線量)を評価

※所定の材料から変更などを行う場合は、
予め分配係数データを取得し、評価した
上で採用を判定・判断する。

保安規定

全体評価の前提として、施設コンクリート施工等において、
所定の材料であることを確認する

全体評価の前提として、廃棄体製作記録等より、
所定のセメント材料であることを確認する

廃棄確認

施設確認

施設確認

分配係数の管理（保安規定、施設確認、廃棄確認含めた全体）
（安全審査_補足説明資料８ 第13図をベースとした全体管理イメージ）




